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第３期子ども・子育て支援事業計画における教育・保育提供区域について 
 

 

１ 教育・保育提供区域とは  
 

「市町村内において、子ども・子育て支援法にかかる教育・保育事業※を提供する上で基礎となる区

域」のことです。 

【子ども・子育て支援法（第 61 条第２項）】 

市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施

設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」とい

う。）ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員

総数（第 19 条第１項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、

特定地域型保育事業所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子ども

に係る部分を除く。）に係る必要利用定員総数（同項第３号に掲げる小学校就学前子どもに係る

ものに限る。）その他の教育・保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制

の確保の内容及びその実施時期 

 

※ここでいう「教育・保育事業」とは、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育、家庭的保育、居宅訪

問型保育、事業所内保育等のことを指します。 

 

 

２ 現行の教育・保育提供区域の検証   
 

（１）現行６地区の教育・保育提供区域の検証 

 

○現行の６区域において、居住者の施設利用率を算出すると、

地区内での利用は、武庫地区が最も高く 86.7％、次いで小田

地区（85.6％）、最も低い大庄地区は 64.4％と、全体では

76.8％の方が地区内での事業利用となっていますが、大庄地

区・立花地区・武庫地区・園田地区では、居住地区外（居住：

大庄地区⇒施設所在：中央地区 など）の施設利用率が 10％

以上（最大 16.8％）となっているところもあります。 

 

 

 

（％）   

全体 
利用施設所在地区 

中央 小田 大庄 立花 武庫 園田 市外 

居
住
地
区 

中央 81.4 6.9 2.8 8.2 0.6 0.1 0.0 

小田 5.0 85.6 0.2 2.4 0.0 6.7 0.3 

大庄 14.3 0.8 64.4 16.8 3.4 0.0 0.4 

立花 2.5 3.6 2.4 71.5 12.4 7.4 0.6 

武庫 0.3 0.5 1.4 10.1 86.7 0.3 1.2 

園田 0.5 13.5 0.2 11.9 0.5 73.1 1.0 
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（２）これまでの教育・保育提供区域ごとの確保方策の考え方 

 

○子ども・子育て支援新制度が開始した平成 27 年度以降、本市では保育ニーズが毎年 300 人前後増

加で推移してきており、第 1 期及び第 2 期子ども・子育て支援事業計画では、特に保育ニーズ高い

市北部（小田地区の一部・立花地区・武庫地区・園田地区）を中心に保育施設の新設や老朽化した

施設の増改築のほか、小規模保育事業所の新設など、施設整備を軸とした待機児童対策を実施して

きました。 

 

 H27  R7（予定） 

保育所 81 

⇒ 
85 

幼稚園 37 19 

認定こども園 7 27 

小規模保育事業所 9 46 
 

※認定こども園の件数の増加についてはいずれも保育所や幼稚園からの移行によるもので、平成 27 年度以

降に保育所を 16 箇所（小田：2 箇所、立花：3 箇所、武庫：1 箇所、園田：10 箇所）新設しました。 

 

 

３ 第３期子ども・子育て支援事業計画における教育・保育提供区域の考え方  
 

○第 3期子ども・子育て支援事業計画では、今後の保育ニーズの頭打ちも見据え、これまで通りの保

育ニーズが高い地区での認可保育所や小規模保育事業所の新設を行うのではなく、既存施設に軸足

を置いた待機児童対策を実施していくこととしており、特に保育士の確保・定着化策に重点的に取

り組んでいくことから、確保方策を講じていく際には、地区ごとではなく市全体で保育の必要性が

ある児童の受け入れが進むよう対応していきます。 

○また、本市の特徴としては、市域が狭く、土地の形状が比較的平坦となっていることから、自転車

での移動が非常にしやすく、半径約 1.2km 圏内に概ね 4 箇所以上の保育施設が所在しております。 

 

○上記のことから、第 3期子ども・子育て支援事業計画では教育・保育提供区域を１つとし、市全体

で待機児童対策に取り組んでいくものとします。 

 

 

以 上   
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教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の量の見込み確保方策について 
 

１ これまでの推移等 
 

◆ 就学前児童数 

  本市の就学前児童数については減少が続いており、今後においても減少傾向は変わらないと

想定しています。 

 
（図１）就学前児童数の推移 

 
 

 

◆ 教育・保育ニーズ 

  教育ニーズは減少傾向、保育ニーズは増加傾向が続いています。 

 
（図２）ニーズの推移【上段：ニーズ、下段：需要率（人口に占めるニーズの割合）】 

 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 令和 6年 

教育ニーズ 

（1 号認定） 

4,766 人 4,645 人 4,043 人 4,269 人 3,882 人 

45.5％ 44.7％ 39.7％ 42.4％ 39.3％ 

保育ニーズ 

（2・3 号認定） 

9,138 人 9,380 人 9,659 人 9,992 人 10,337 人 

43.0％ 44.9％ 47.1％ 49.7％ 52.5％ 

※ 需要率について、1 号認定は 3～5 歳の人口に占めるニーズの割合、2・3 号認定は 0～5歳の人口に占めるニーズの割合 

 
（図３）ニーズの推移（年齢別） 
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２ 今後の推計（人口） 
 

◆ 就学前児童数 

  直近 5か年（令和 2年～令和 6年）の住民基本台帳人口を基に、「コーホート変化率法」を用

いて令和 7 年～令和 11 年の人口推計を算出しています。 

 
（図４）就学前児童数の推計（年齢別） 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

０歳児  3,171 人  3,130 人  3,100 人  3,073 人  3,050 人 

１歳児  3,117 人  3,115 人  3,074 人  3,044 人  3,017 人 

２歳児  3,191 人  3,037 人  3,035 人  2,994 人  2,966 人 

３歳児  3,276 人  3,112 人  2,961 人  2,960 人  2,919 人 

４歳児  3,173 人  3,230 人  3,067 人  2,919 人  2,918 人 

５歳児  3,300 人  3,134 人  3,191 人  3,030 人  2,883 人 

合 計 19,228 人 18,758 人 18,428 人 18,020 人 17,753 人 

 

 
（図５）就学前児童数の推計 
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３ 教育・保育の量の見込みの算出及び確保方策の考え方 
 

⑴ 教育・保育の量の見込みの算出方法 

 

 
 

⑵ 教育・保育の量の見込み 

  上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

教育ニーズ 

（1 号認定） 
令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

３歳児 953 人 828 人 711 人 639 人 557 人 

４歳児 1,264 人 1,217 人 1,091 人 979 人 919 人 

５歳児 1,411 人 1,317 人 1,288 人 1,162 人 1,072 人 

合 計 3,628 人 3,362 人 3,090 人 2,780 人 2,548 人 

 

保育ニーズ 

（2・3 号認定） 
令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

０歳児 693 人 664 人 638 人 611 人 586 人 

１歳児 2,117 人 2,208 人 2,272 人 2,341 人 2,412 人 

２歳児 2,054 人 2,045 人 2,126 人 2,181 人 2,245 人 

３歳児 2,034 人 2,027 人 2,009 人 2,090 人 2,141 人 

４歳児 1,807 人 1,931 人 1,923 人 1,910 人 1,992 人 

５歳児 1,760 人 1,746 人 1,852 人 1,836 人 1,811 人 

合 計 10,465 人 10,621 人 10,820 人 10,969 人 11,187 人 

 
（図６）教育・保育ニーズの推計 

 

１
•就学前児童数の推計 ・・・ ①

２
•需要率（人口に占めるニーズの割合）の推計 ・・・ ②
令和２年〜令和６年の需要率の伸び率の平均を前年度の需要率に足し込む

３
•量の見込みの算出 ・・・ ① × ②
教育・保育ニーズ ＝ 就学前児童数 × 需要率
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⑶ 教育・保育の確保方策の考え方 

 

１号認定 

○ １号認定については、利用定員（令和６年４月時点で 7,521 人（※））が教育ニーズを大きく

上回っており、今後もニーズの減少が見込まれることから、新たな定員の確保は行わない

ものとします。【（※）新制度に移行しない幼稚園（私学助成幼稚園）の定員を含みます。】 

○ 私立幼稚園の認定こども園化については、施設からの相談対応など円滑な移行に向けて対

応していきます。 

○ 「尼崎市就学前教育ビジョン」に基づき、市立幼稚園の廃止についても対応していきます。 

 
（図７）教育（1 号認定）の量の見込み及び確保方策 

教育ニーズ 

（1 号認定） 
令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 3,628 人 3,362 人 3,090 人 2,780 人 2,548 人 

確保方策 7,521 人 7,141 人 6,686 人 6,686 人 6,686 人 

 認定こども園 3,231 人 4,351 人 4,351 人 4,351 人 4,351 人 

 幼稚園 1,470 人 1,090 人 635 人 635 人 635 人 

 新制度に移行しない幼稚園 2,820 人 1,700 人 1,700 人 1,700 人 1,700 人 

 

 ２・３号認定 

 ○ ２・３号認定についても、近年の少子化に伴う就学前児童数の減少により、将来的な保育

ニーズの頭打ちも想定されることから、第３期計画において新たな施設整備は行わないも

のとします。 

 ○ 新たな施設整備を行わないことから、既存の教育・保育施設の活用に軸足を置いて、更な

る保育士の確保・定着化策を講じることで、保育の必要性がある児童の受け入れの増加に

つなげていきます。 

 ○ また、教育ニーズの減少も鑑みて、幼稚園の預かり保育等による２号認定の保育ニーズへ

の対応を推進していきます。 

 ○ 既存施設における分園の設置や認定こども園化などについて、保育ニーズと供給量のバラ

ンスも勘案しながら応じていきます。 

 
（図８）保育（2・3 号認定）の量の見込み及び確保方策 

保育ニーズ 

（2・3 号認定） 
令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 10,465 人 10,621 人 10,820 人 10,969 人 11,187 人 

確保方策 10,465 人 10,686 人 10,888 人 11,095 人 11,335 人 

 認定こども園 1,665 人 1,815 人 1,815 人 1,815 人 1,815 人 

 保育所 7,452 人 7,453 人 7,565 人 7,662 人 7,772 人 

 小規模保育事業 719 人 719 人 719 人 719 人 719 人 

 幼稚園の預かり保育 451 人 521 人 611 人 721 人 851 人 

 企業主導型保育事業 178 人 178 人 178 人 178 人 178 人 
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４ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの算出及び確保方策の考え方 
 

⑴ 放課後児童健全育成事業（児童ホーム） 

  保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学する児童に対し、授業の終了後に小学

校の余裕教室等を利用して適切な遊び及び生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。 

 
（図９）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5 年 

量の見込み 3,828 人 3,811 人 3,650 人 3,674 人 

 １年生 1,285 人 1,328 人 1,322 人 1,298 人 

 ２年生 1,041 人 1,062 人 1,045 人 1,084 人 

 ３年生 776 人 732 人 734 人 742 人 

 ４年生 456 人 403 人 314 人 342 人 

 ５年生 193 人 184 人 144 人 141 人 

 ６年生 77 人 102 人 91 人 67 人 

確保方策 3,447 人 3,458 人 3,390 人 3,315 人 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

公設児童ホーム 

 

量の見込み   ＝   学年別児童数（※１） ×  学年別利用意向率（※２）   の合計 

 
※１ 教育推計表の児童数 

※２ 学年別の児童数に対する公設児童ホームの利用申請者数の割合（3 か年平均） 

 

民間児童ホーム 

 

量の見込み   ＝   公設児童ホームの量の見込み   ×   民間利用率（※３） 

 
※３ 公設児童ホームの利用申請者数に対する民間児童ホームの利用申請者数の比率（4 か年平均） 

民間児童ホームの事業所数のピークが令和 3 年度であり、減少傾向にある令和 6 年度までの 4 か年の平均値を採用 

 

◆ 量の見込みの算出 

上記の算出方法に基づき、公設児童ホームと民間児童ホームの量の見込みの合計を算出する

と以下のとおりとなります。 

 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

１年生 1,476 人 1,406 人 1,480 人 1,433 人 1,395 人 

２年生 1,115 人 1,121 人 1,069 人 1,125 人 1,089 人 

３年生 700 人 744 人 747 人 713 人 751 人 

４年生 321 人 311 人 331 人 332 人 316 人 

５年生 107 人 105 人 101 人 107 人 108 人 

６年生 44 人 44 人 44 人 43 人 46 人 

合 計 3,763 人 3,731 人 3,772 人 3,753 人 3,705 人 
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◆ 確保方策の考え方 

 ○ 公設児童ホームは、待機児童数の推計（令和 7 年度以降の 3 か年平均）が 20 人以上となる

地域に増設します。 

 ○ 民間児童ホームは、設置促進補助金を活用し、待機児童が多い地域へ増設します。 

 
（図１０）児童ホームの量の見込み及び確保方策 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 3,763 人 3,731 人 3,772 人 3,753 人 3,705 人 

確保方策 3,595 人 3,775 人 3,775 人 3,775 人 3,775 人 

 

（留意点） 

 ● 児童ホームの増設にあたっては、教育委員会との調整結果や民間事業者の申請状況等によ

り、変動する可能性があります。 

 ● 令和 8 年度以降、確保方策が量の見込みを上回っていますが、人口が集中する地域の小学

校区で多くの待機児童が発生している状況であるため、定員数に対する申請者数は地域ご

とに偏りが生じることが想定されます。 

 ● 今後において、大規模マンション等の開発や児童ホームの整備が進むことで更なる需要喚

起のほか、潜在的な保護者の利用意向など、定量的に見込むことが出来ない申請者数の変

動が生じることが想定されます。 

 
（図１１）児童ホームの量の見込みと確保方策の推移 
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⑵ 時間外保育事業（延長保育事業） 

  保育認定を受けた子どもに対し、認定こども園や保育所等において通常の利用日や利用時間

以外に保育を実施する事業です。 

 
（図１２）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

利用人数 
（量の見込み及び確保方策） 

1,370 人 1,468 人 1,584 人 1,606 人 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み   ＝   前年度の利用人数   ×   R4⇒R5 の伸び率（※４） 

 
※４ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和 2 年から令和 4 年までの利用人数が大幅に減少していたため。 

 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 1,911 人 1,938 人 1,965 人 1,993 人 2,021 人 

確保方策 1,911 人 1,938 人 1,965 人 1,993 人 2,021 人 

 

〇 保護者の就労形態の多様化に伴い、保育ニーズも増加していることから、様々な保育施設

において、安定して延長保育を実施し、利用者が安心して保育サービスを利用できるよう、

引き続き取り組んでいきます。 

 
（図１３）延長保育事業の利用人数の推移 
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⑶ 利用者支援事業（子育て家庭への相談支援） 

  子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等

の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を

行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う事業です。 

 

基本型・・・いくしあなどの身近な場所で、子育て家庭等から日常的に相談を受け、個別のニー

ズ等に基づいて、子育て支援に関する情報の収集・提供、子育て支援事業や保育所

等の利用に当たっての助言・支援を行います。 

 

地域子育て相談機関・・・相談の敷居が低く、物理的にも近距離にある相談機関を整備し、子育

て世帯との接点を増やすことにより、子育て世帯の不安解消や状況把

握の機会を増加することを目的としたものであり、子育て家庭の中に

は、行政機関であるこども家庭センターには直接相談しにくいと感じ

る家庭もあり得ることから身近な相談機関が、こども家庭センターを

補完するなどします。 

 

特定型・・・主として市町村の窓口で、子育て家庭等から保育サービスに関する相談に応じ、地

域における保育所や各種の保育サービスに関する情報提供や利用に向けての支援な

どを行います。 

 

こども家庭センター型・・・子育て世代包括支援センター（母子保健）及び子ども家庭総合支援

拠点（児童福祉）の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健

康の保持及び増進に関する包括的な支援及び全てのこどもと家庭に

対して虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援まで、切

れ目なく対応するものです。 

 
（図１４）こども家庭センターの役割 
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◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

「基本型」、「地域子育て相談機関」、「特定型」、「こども家庭センター型」の４区分でそれぞ

れ設置箇所数を見込みます。 

 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

基本型 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 2 か所 

地域子育て相談機関 17 か所 17 か所 17 か所 17 か所 17 か所 

特定型 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

こども家庭センター 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

 

〇 基本型は、「こども何でも相談（尼崎市役所）」、「総合相談窓口（いくしあ）」の 2 か所を設

置します。 

 〇 地域子育て相談機関は、公立保育所（15 か所）、「こども何でも相談（尼崎市役所）」、「いくし

あのサロン」の 2か所に設置します。 

 〇 特定型は、尼崎市役所内に設置します。 

 〇 こども家庭センター型は、いくしあと南部及び北部こども家庭センターに設置します。 
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⑷ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

  保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に

ついて、児童養護施設や里親の居宅などで必要な保護を行う事業です。 

 
（図１５）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

延べ利用人数 
（量の見込み及び確保方策） 

100 人日 158 人日 203 人日 360 人日 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み   ＝   前年度の延べ利用人数   ＋   72 人日（※５） 

 
※５ 令和 6 年から受入施設に里親の居宅も追加したことにより、令和 7 年以降の 5 か年で延べ利用人数が倍まで増えることを

見込み、毎年、直近（令和 5 年）の実績（360 人日）の 2 割ずつ増加 

 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 432 人日 504 人日 576 人日 648 人日 720 人日 

確保方策 432 人日 504 人日 576 人日 648 人日 720 人日 

 

〇 児童養護施設や乳児院など 16 施設に加え、里親の居宅でも受入を行っていきます。 

 
（図１６）ショートステイ事業の延べ利用人数の推移 
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⑸ 地域子育て支援拠点事業（つどいの広場・子育て支援ゾーンＰＡＬ） 

  乳幼児及び保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談や情報提供、助

言その他の援助などを行う事業です。 

 
（図１７）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

延べ利用人数 
（量の見込み） 

48,535 人日 59,495 人日 75,048 人日 77,449 人日 

設置箇所数 
（確保方策） 

10 か所 11 か所 11 か所 11 か所 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み   ＝   推計児童数（0～2 歳児）   ×   R5 の充足率（※６・７） 

 
※６ 充足率は、延べ利用人数に占める児童数（0～2 歳児）の割合 

※７ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和 2 年から利用人数が大幅に減少していたため、直近の充足率を採用 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 73,275 人日 71,752 人日 71,188 人日 70,430 人日 69,827 人日 

確保方策 11 か所 11 か所 11 か所 11 か所 11 か所 

 

〇 現在 11 か所で事業を実施しており、同じ体制で引き続き量の見込みに対応していきます。 

 
（図１８）地域子育て支援拠点事業の延べ利用人数の推移 
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⑹－１ 一時預かり事業［幼稚園型］（幼稚園の預かり保育） 

  幼稚園において、在籍する園児を通常の利用日や利用時間以外に預かり保育する事業です。 

 
（図１９）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2 年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

延べ利用人数 
（量の見込み及び確保方策） 

61,915 人日 79,371 人日 86,867 人日 95,745 人日 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（3～5 歳児）  ×  前年度の充足率 

 

 

  ×  R4⇒R5 の充足率の伸び率（※８・９） 

 
※８ 充足率の伸び率は、令和 4 年の充足率に対する令和 5 年の充足率の割合 

※９ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令和 2 年から利用人数が大幅に減少していたため、直近の充足率の伸び率を

採用 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 
（1 号認定による利用） 

115,269 人日 124,832 人日 135,310 人日 145,686 人日 158,874 人日 

確保方策 115,269 人日 124,832 人日 135,310 人日 145,686 人日 158,874 人日 

 公立施設 9 か所 9 か所 6 か所 6 か所 6 か所 

 私立施設 17 か所 18 か所 19 か所 20 か所 21 か所 

 

〇 幼稚園及び認定こども園での実施箇所数を確保し、預かり保育を希望する保護者の子育て

ニーズに対応していきます。 

 
（図２０）幼稚園の預かり保育の延べ利用人数の推移 
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⑹－２ 一時預かり事業［幼稚園型を除く］（保育施設等の一時預かり事業） 

  保護者が就労や病気等により一時的に保育が出来ない場合や、保護者の負担軽減やリフレッ

シュを図れるよう一時的な預かりを行う事業です。 

 
（図２１）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

延べ利用人数 
（量の見込み及び確保方策） 

11,744 人日 10,664 人日 12,945 人日 14,218 人日 

 保育施設等 10,413 人日 9,129 人日 10,954 人日 12,464 人日 

 つどいの広場等 1,036 人日 1,091 人日 1,336 人日 1,304 人日 

 ファミリーサポートセンター 295 人日 444 人日 655 人日 450 人日 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

保育施設等 

 

量の見込み  ＝  前年度の延べ利用人数   ×  R4⇒R5 の増加割合の 1/2＋1（※10） 

 
※10 増加割合は、令和 4 年の延べ利用人数に対する令和 5 年の延べ利用人数の割合から 1 を引いた数値 

 

つどいの広場等・ファミリーサポートセンター 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（対象年齢児童数） ×  R5 の充足率 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 15,911 人日 16,862 人日 17,896 人日 18,998 人日 20,178 人日 

確保方策 15,911 人日 16,862 人日 17,896 人日 18,998 人日 20,178 人日 

 保育施設等 14,241 人日 15,223 人日 16,272 人日 17,394 人日 18,593 人日 

 つどいの広場等 1,234 人日 1,208 人日 1,199 人日 1,186 人日 1,176 人日 

 ファミリーサポートセンター 436 人日 431 人日 425 人日 418 人日 409 人日 

 

〇 保育施設等においては、引き続き市報・子育て情報誌及びＨＰ等で情報発信を行い、利用

者への周知を図っていきます。 

〇 つどいの広場等及びファミリーサポートセンターにおいては、同じ体制で引き続き量の見

込みに対応していきます。 

（図２２）保育施設等の一時預かり事業の延べ利用人数の推移 
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⑺ 病児・病後児保育事業 

  保護者の就労等により、病気やその回復途中に幼稚園や保育所等での集団保育が難しい子ど

もを一時的に医療機関に併設された保育室等で保育や看護を行う事業です。 

 
（図２３）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

延べ利用人数 
（量の見込み及び確保方策） 

968 人日 1,598 人日 1,469 人日 1,557 人日 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（0 歳 6 か月～12 歳児）  × R5 の利用割合等（※11） 

 

 

  ×  年間平均利用日数等（※12） 

 
※11 利用割合等は、地区ごと年齢ごとの実利用人数に対する児童数の割合と施設数が多い武庫地区の利用割合を比較したとき

の不足割合の合計 

※12 年間平均利用日数等は、延べ利用日数を実利用人数で除算した R5 の年間平均利用日数及び訪問型の利用推測数 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7 年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 4,288 人日 4,194 人日 4,112 人日 4,041 人日 3,984 人日 

確保方策 1,995 人日 2,948 人日 3,567 人日 4,041 人日 3,984 人日 

 

〇 新たに訪問型の病児保育の実施に向けて対応していきます。 

〇 現在の医療機関併設型の病児保育施設に加え、令和 10 年までに医療機関併設型の新規開設

（3 か所）を目標として見込み、6か所の受入枠の確保を目指していきます。 

 
（図２４）病児保育の延べ利用人数の推移 
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⑻ 子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター） 

  子育ての援助を受けたい人（依頼会員）と子育てを援助したい人（協力会員）がそれぞれ会

員となって、地域でお互いに子育ての支え合いが行われるようコーディネートする事業です。 

 
（図２５）量の見込み及び確保方策のこれまでの実績 

 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

延べ利用人数 
（量の見込み及び確保方策） 

1,071 人日 1,106 人日 1,343 人日 1,753 人日 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（6～11 歳児） ×  R5 の充足率 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 1,698 人日 1,678 人日 1,654 人日 1,628 人日 1,595 人日 

確保方策 1,698 人日 1,678 人日 1,654 人日 1,628 人日 1,595 人日 

 

〇 引き続き協力会員を確保するとともに、ＨＰ等で情報発信を行うことにより、制度の周知

を図ります。 

 
（図２６）ファミリーサポートセンターの延べ利用人数の推移 
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⑼ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

  生後 2 か月頃の乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育ての相談を受けたり、子育てに役立つ

情報提供をすることで、子育て家庭の孤立を防ぎ、子育てを支援する事業です。 

 
（図２７）量の見込みのこれまでの実績 

 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

対象人数 
（量の見込み） 

3,117 人 3,445 人 3,098 人 3,291 人 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（0歳児） 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策（実施体制等） 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 3,171 人 3,130 人 3,100 人 3,073 人 3,050 人 

確保方策  

 実施体制 13 人 

 実施機関 健康増進課、北部地域保健課、南部地域保健課 

 

〇 「出産・子育て応援給付金事業」の給付金申請書を全戸訪問時に渡すなど、訪問実施率の

向上に向けて取組を行っていきます。 

 
（図２８）こんにちは赤ちゃん事業の対象人数の推移 
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⑽ 養育支援訪問事業（育児支援専門員の派遣） 

  妊娠・出産・子育て期（概ね児が 1 歳に達するまで）の家庭で、養育支援を必要とする妊婦

及び養育者に対し専門員を一定期間継続的に派遣し、養育者の心身の負担の軽減や養育力の向

上が図れるよう相談や指導、助言などの支援を行う事業です。 

  また、これまでの育児・家事援助は、令和 4 年児童福祉法改正により、「⒁ 子育て世帯訪問

支援事業」に移行となりました。 

 
（図２９）令和 4 年児童福祉法改正による変更内容 

 令和 5年まで 令和 6年以降 

養育支援訪問事業 

◆産褥期の母子に対する育児支援や簡単な 

家事等の援助 

◆未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄 

養指導 

◆養育者に対する身体的・精神的不調状態 

に対する相談・指導 

◆若年の養育者に対する育児相談・指導 

◆児童が児童養護施設等を退所後にアフタ 

ーケアを必要とする家庭等に対する養育 

相談・支援 

◆産褥期の母子に対する育児支援 

◆未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄 

養指導 

◆養育者に対する身体的・精神的不調状態 

に対する相談・指導 

◆若年の養育者に対する育児相談・指導 

◆児童が児童養護施設等を退所後にアフタ 

ーケアを必要とする家庭等に対する養育 

相談・支援 

子育て世帯訪問支援事業  

〇家事支援（食事準備、洗濯、掃除、買い

物の代行やサポート等） 

〇育児・養育支援（育児のサポート、保育 

所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補 

助等） 

〇子育て等に関する不安や悩みの傾聴、相 

談・助言 

〇地域の母子保健施策・子育て支援施策等 

に関する情報提供 

〇支援対象者や児童の状況・養育環境の把 

握、市町村への報告 

 
（図３０）量の見込みのこれまでの実績 

 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

相談者数 
（量の見込み） 

913 人 515 人 518 人 811 人 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  実件数［新規＋継続］（※13）  ×  7.7 回［平均訪問回数］（※14） 

 
※13 新規件数は、令和 3 年から令和 5 年までの平均値とし、継続件数は、前年の実件数から終了件数を差し引いたもの 

※14 平均訪問回数は、延べ件数を実件数で除算した数値の令和 3年から令和 5 年までの平均値 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策（実施体制等） 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 706 人 634 人 603 人 590 人 585 人 

確保方策  

 実施体制 20 人 

 実施機関 健康増進課、北部地域保健課、南部地域保健課 

 

〇 専門員の知識・技術向上のため、研修や連絡会を開催し、より円滑な事業の遂行を図って

いきます。 
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（図３１）育児支援専門員の派遣の対象人数の推移 
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⑾ 妊婦健康診査事業（妊婦健診） 

  妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施する事業です。 

 
（図３２）量の見込みのこれまでの実績 

 令和 2年 令和 3年 令和 4年 令和 5年 

量の見込み  

 実人数 5,812 人 5,662 人 5,311 人 5,206 人 

 健診回数 47,420 回 44,431 回 42,960 回 41,602 回 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

実人数 

 

量の見込み  ＝  前年度の実人数   ×  0 歳児人口の増減率（※15） 

 
※15 増減率は、翌年の 0 歳児の人口から、当該年の 0 歳児の人口を除算した数値 

健診回数 

 

量の見込み  ＝  実人数   ×  7.98 回［平均助成件数］（※16） 

 
※16 平均助成件数は、健診回数を実人数で除算した数値の令和 3年から令和 5 年までの平均値 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策（実施場所等） 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み  

 実人数 5,094 人 5,028 人 4,980 人 4,937 人 4,900 人 

 健診回数 40,629 回 40,104 回 39,719 回 39,373 回 39,079 回 

確保方策  

 実施場所 委託医療機関（委託医療機関以外及び助産所受診の場合は償還払い） 

 検査項目 

前期健診：診察・検尿・超音波・血液検査 等 

後期健診：診察・検尿・超音波・血液検査 等 

基本健診：診察・検尿 等 

 実施時期 通年実施 

 

〇 子育て世帯の経済的負担軽減のため、尼崎市医師会と協議する中で妊娠中の体調管理に必

要な健診項目について、追加助成を検討していきます。 
 

（図３３）妊婦健診の実人数の推移          （図３４）妊婦健診の健診回数の推移 
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⑿ 実費徴収に係る補足給付を行う事業 

  家計の状況から低所得で生計が困難と考えられる世帯の認定保護者が、教育・保育等の提供

に必要な日用品、文房具等の購入費や園行事への参加費用等として施設に支払う額に対し、上

限の範囲内で助成する事業です。 

  また、新制度に移行しない私立幼稚園の低所得世帯等に属する児童に係る給食費（副食材料

費）も助成の対象としています。 

 

 

⒀ 多様な事業者の参入促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保育経費） 

  健康面や発達面において特別な支援が必要な児童を受け入れる私立認定こども園の設置者に

対し、職員の加配に必要な経費の一部を助成する事業です。 
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⒁ 子育て世帯訪問支援事業（ヤングケアラー訪問支援・産前産後ヘルパー派遣） 

  概ね 18 歳未満の子ども・若者を含む世帯のうち、ヤングケアラーや要保護・要支援児童が

いる世帯等、支援が必要な家庭に対して、ホームヘルパー等の訪問支援者を派遣し、世帯の家

事・育児支援等の専門的な支援を提供し、子ども・若者及びその世帯の負担軽減を図り、子ど

も・若者の自立を支援する事業です。 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（0～17 歳児） ×  対象世帯数  ÷  全児童数（※17） 

 

 

  ×  平均利用日数（※18） 

 
※17 全児童数は、対象世帯数算出時点の 0～17 歳の児童人口 

※18 平均利用日数は、ヤングケアラー訪問支援は 40 日、産前産後ヘルパー派遣は 10.6 日 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 3,093 人日 3,274 人日 3,448 人日 3,622 人日 3,787 人日 

確保方策 3,093 人日 3,274 人日 3,448 人日 3,622 人日 3,787 人日 
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⒂ 児童育成支援拠点事業（居場所支援事業） 

  要保護・要支援児童等のうち家庭や学校に居場所がない主に学齢期以降の子どもに居場所を

提供し、生活習慣や対人関係能力の形成、学習のサポート、食事の提供や家庭訪問による生活

状況の把握を通じて、関係機関と連携しながら子どもとその家庭を支援していく事業です。 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（6～17 歳児）  ×  対象児童数 

 

 

  ÷  6 歳以上の児童数（※19） 

 
※19 6 歳以上の児童数は、対象児童数算出時点の 6～17 歳の児童人口 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 40 人 39 人 38 人 38 人 37 人 

確保方策 40 人 39 人 38 人 38 人 37 人 
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⒃ 親子関係形成支援事業（MYTREE ペアレンツプログラム） 

  子育てに悩んだり、育てにくさを感じたりしている就学前の子どもの保護者を対象に、子ど

もの行動観察の方法や問題行動への効果的な対処の方法について参加者やスタッフと情報交換

をしながら学び、子どもの理解を深めることを支援する事業です。 

 

◆ 量の見込みの算出方法 

 

量の見込み  ＝  推計児童数（0～17 歳児）  ×  対象世帯数  ÷  全児童数 

 

 

◆ 量の見込みの算出及び確保方策の考え方 

上記の算出方法に基づき、量の見込みの算出を行うと以下のとおりとなります。 

 

 令和 7年 令和 8年 令和 9年 令和 10 年 令和 11 年 

量の見込み 10 人 10 人 10 人 9 人 9 人 

確保方策 10 人 10 人 10 人 9 人 9 人 
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⒄ 妊婦等包括相談支援事業 

⒅ 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度） 

⒆ 産後ケア事業 

  ⒄～⒆の事業は、国の『第三期市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」

の算出等の考え方（改訂版 ver.2）』が令和 6年 10 月 10 日付けで発出され、量の見込みの算出

方法や提供体制の確保の方策等が示されたところですが、現在、記載内容の確認や必要な数値

の算出などの作業中のため、改めてお示しします。 

 

 

以 上   



教育・保育等の円滑な利用及び質の向上に係る取組の記載 

 

 

外国につながる幼児への支援・配慮に係る取組 

 

⑴ 市役所本庁舎に設置している「尼崎市外国人総合相談センター」では、英語・中国語・ベト

ナム語・ネパール語（※）に対応できる相談員が在籍しており、市役所内での手続き等に関し

て、どこに何の相談をすれば良いかなどをアドバイスするとともに、必要に応じて同行するな

どの支援を実施している。 

※ ネパール語は週に１日のみ対応可能 

 

⑵ 市ホームページでは、文字の表記を英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ネパール語に変換

表示することができ、教育・保育及び子ども・子育て支援事業に関する情報へのアクセスをし

やすくしている。 

 

⑶ 公立保育所では翻訳機能がある端末を使用するなどして、日本語の対応が難しい外国の幼児

の受け入れや、その保護者とのコミュニケーションを取れるようにすることで、外国人の方で

も円滑に施設を利用しやすい環境づくりに取り組んでいる。 

 

⑷ 市立幼稚園においては、必要に応じて尼崎市教育委員会にスクールサポーター（学校園の教

育活動及び学校園の環境整備等を支援するボランティア）として登録された「多文化共生支援

員」の派遣を依頼し、外国人の保護者との間に入ってもらうことでスムーズにコミュニケーシ

ョンを取れるようにしている。 

（対象言語：英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語・フィリピン語・スペイン語等） 

 

⑸ 民間の教育・保育施設に対し、外国の幼児やその保護者とのやり取りに係る通訳や翻訳をす

る方の配置を支援することで、外国人の方でも円滑に施設を利用しやすい環境づくりに取り組

んでいる。 

 

幼児教育・保育等の質の確保・向上に係る取組 

 

(０) 官民幼保の幼児教育・保育施設等における教育内容の充実策や連携方法、更には今後の市立

幼稚園に求められる機能・役割や少子化を見据えた効果的かつ効率的な運営体制等について、

方向性や取組等を示した「就学前教育ビジョン」を令和６年２月に策定した。 

  当該ビジョンでは、「質の向上」「インクルーシブの推進」「幼保小の円滑な接続」の推進

と、それらを推進するための「幼児教育アドバイザー」の配置、また、市立幼稚園の今後の運

営体制として、「３年保育の実施」「一時預かり事業の時間延長」「支援が必要な子どもの受入

の拡充」及び施設の廃止などについて考え方を示している。 

 

⑴ 市内の幼児教育・保育施設等と小学校において、幼児期と児童期の円滑な接続を推進するた

めに「幼保小連携推進事業」を実施している。（具体的には以下の取組のとおり） 

 ① 幼保小連携推進委員会の設置 

   官民幼保の代表者で構成する委員会を設置し、幼稚園・保育所（園）・認定こども園及び小

学校との円滑な接続のための教育課程の編成や引継ぎ等に向けた協議を行う。（年３回程度） 

 ② 幼保小接続カリキュラム実践校園所の設置 

   幼保小接続カリキュラムの実践校園所（令和６年度は 10 ヵ所）を設置し、カリキュラム

の実践及び検証等を行う。実践校園所は全体研修会や地区別情報交換会等で幼児教育・保育

施設等にその取組を発信することで、更に実践校園所が増えるよう取り組んでいる。 

 ③ 交流連携 

   幼児期から児童期への円滑な接続に向け、全校園所で交流連携を実施するため、連携先の

校園所を指定する等、連携先ごとの取組（施設借用・幼児児童間連携・教師間連携等）の充

実を進めている。また、各校園所には幼保小連携担当者を１名設置している。 

参考資料



 ④ 接続期の重要性を深めるための取組等 

  Ⅰ 全体研修会（年２回） 

    子どもの育ちにとって「架け橋期」が重要な時期であることについて理解を深めること

で、各校園所等において幼保小連携を推進するための取組を実践することにつなげる。 

  Ⅱ 地区別情報交換会（年１回） 

    地区別（もしくは校園所別）に情報交換等を行う。（同地区内の各施設から幼保小連携担

当者等１名が参加する。） 

  Ⅲ アプローチ時期の保育公開 

    アプローチ時期の保育を公開することで、実際の幼児の姿や教諭の援助内容の理解を深

め、小学校就学後の教育や就学前の教育・保育に活かす。 

 

⑵ 保育施設等が共通する保育実践上の課題の解消を図るため、保育内容の研究や専門研修等を

行い、保育の質の向上に努めている。また、保育施設等の保育士を対象にリーダー的職員の育

成に関する「保育士等キャリアアップ研修」を実施していることに加え、市内の保育施設等へ

の就労を支援するため、潜在保育士も対象とした研修を開催することで、保育の質の維持・向

上につなげている。 

 

⑶ 各法令等に基づき、指導監査（実施指導や集団指導など）を実施することで、特定教育・保

育施設等の適切な運営の継続・維持につなげている。 

 

⑷ 就学前の教育内容がどのように「育みたい資質・能力」を育み、それが「幼児期の終わりま

でに育って欲しい姿」につながっているのか、また、小学校就学後以降の「後伸びする力」「生

きる力」（非認知能力等）につながっているのかを、こども青少年部内に設置している「学びと

育ち研究所」と連携や国・他都市等の取組事例を参考に検証等を行っていく。 

 

⑸ 「幼児教育アドバイザー」を配置し、幼児教育・保育施設へ派遣することにより、特別な支

援が必要な子どもへの支援方法の助言・情報提供や園内研修、事例研究会等の支援を行ってい

く。 


